
主な事業として

① １人最大１万円の商品券配付 ②子育て応援手当１人２万円 ③賃上げ企業支援を実施

［総額6５７，８１４千円］

【総論】

 国の総合経済対策にあわせて、総額６．６億円規模の物価高対策を実施。 県の支援事業に対する市独自の上乗せも実施

【商品券配付】

 全市民１人当たり5千円の市内で使える商品券を配付

 低所得者世帯（住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯）１人当たり５千円上乗せ 、 こども１人当たり５千円上乗せ

 1人当たり最大１万円。令和８年３月中旬の配付を目指して作業を進める

【子育て応援手当】

 国の子育て応援手当２万円を支給。令和８年１月下旬の支給を目指して作業を進める

 国の子育て応援手当は、商品券配付事業での１万円とあわせて、こどもについては１人当たり３万円を支給

【賃上げ企業支援】

 令和８年１月からの最低賃金引上げのため、中小企業等を支援し、賃上げに要する経費の一部に対して支援金を交付

【農林水産業】

 畜産用飼料高騰緊急対策事業補助金 ５,０７４千円

 漁船燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金 640千円

【生活交通・運輸業】

 交通・運輸事業者緊急支援金交付金 22,875千円

（高速バス、貸切バス、タクシー、運転代行、トラック）

【家計支援】

 商品券配付事業 394,884千円

（事業者支援・市民生活応援事業）

【子育て世帯】

 物価高対応子育て応援手当支給事業［新規］ 135,000千円

【商工業】

 中小企業賃上げ緊急一時支援事業［新規］ ３７,５00千円

 中小企業等省エネ支援事業補助金 7,500千円

【医療機関・社会福祉施設等】

 医療施設等物価高騰対策事業補助金 ３８,７８８千円

 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金15,５５３千円
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国の総合経済対策に伴う緊急的対応（一般会計追加補正予算）
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商品券配付事業

（事業者支援・市民生活応援事業）

中小企業賃上げ緊急一時支援事業

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け

た市内経済の回復及び市民生活の負担軽減を図るた

め、事業者支援・市民生活応援事業を行う実行委員会

に対し、補助金を交付し、商品券を配付する。

 事業主体 消費喚起応援事業実行委員会

（市内経済団体で構成）

 補助率 １０／１０以内

 補助額 ３９４，８８４千円

令和８年１月からの最低賃金引上げにより、経営への

影響が懸念される中小企業等を支援し、影響緩和と雇

用維持を図るため、賃上げに要する経費の一部に対し

て、支援金を交付する。

対象者 労働者の賃金を令和８年１月１日までに

一定額以上へ引き上げた市内の中小

企業・小規模事業者等

対象労働者数 ２，５００人（雇用保険被保険者）

補助額 県の補助金額の１／２を補助

（労働者１人当たり１.５万円）

賃上げ支援１人当たり１．５ 万円

支援金

市独自に1.5万円／人

上乗せ

（参考）

R8.1.1～

改定後最低賃金 1,033円

県の一時支援金

３万円／人

（注）低所得世帯 ⇒ 住民税非課税世帯員・住民税均等割のみ課税世帯員

※こどもについては１人当たり３万円を支給

（商品券１万円＋子育て応援手当２万円） ２

［予算額３９４，８８４千円］ ［予算額３７，５００千円］

全市民 １人当たり５千円

子育て応援手当

１人当たり２万円

低所得世帯

１人当たり＋５千円

こども

１人当たり＋５千円

（商品券＋子育て応援手当のイメージ）
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